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§１ 法令上の職場でのハラスメントとは？
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§１.1 職場でのハラスメント
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●●●●●

§１.2 セクシャルハラスメント
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§１.3 妊娠・出産等に関するハラスメント
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§1. 4 法改正前のハラスメント法制
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＜参考＞

「ジェンダーハラスメント」



§２ 法改正で何が変わる？
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§２. 2  法改正のポイント（1）

（１）事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

（３）職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
など

労働局による調査の対象
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§２. 2  法改正のポイント（2）
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＜就活中のハラスメントを防止しましょう＞
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＜就活中のハラスメントを防止しましょう＞



§３ パワハラについて教えて
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§３．1 パワーハラスメントの現状

 パワーハラスメントの発生状況
（パワハラを受けた経験）

（平成28年度 厚生労働省
「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」従業員調査より）

（回答：10,000人）

過去３年間にパワハラを
受けたことはありますか？

 パワーハラスメントを受けて
（被害者の行動）

そのパワハラを受けた後
どうしましたか？（複数回答）ある

32.5％

ない
67.5％

何も
しなかった

同僚に
相談

上司に
相談

会社を
退職

（平成28年度 厚生労働省
「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」従業員調査より）
（回答：3,250人（過去３年間にパワハラを受けたと回答した者））

パワーハラスメントを受けて、
周りに相談できない人が約半数
もいるのね。

14

●●●●

１ 友人に相談
２ 何もしなかった
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§３．2 職場におけるパワーハラスメントとは？（定義）

職場におけるパワーハラスメントとは、改正労働施策総合推進法（令和元年６月５
日公布）により、以下の３つの要素をすべて満たすものとしています。

① 優越的な関係を背景とした言動であって

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③ 労働者の就業環境が害されること

 改正法では、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じる
ことを事業主に義務付けており、令和２年６月１日（中小事業主は令和４年４月１日）に施行され
ます。

①の「優越的な関係を背景とした」言動は、職位上の地位が上位の者による言動の他に、同僚又は部下
による言動で、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、協力を得なければ業務の円滑な遂行が困
難であるもの等も含まれます。

15

●●●

●●● １ 就業環境 ２ 心身状況

１ 職制上の ２ 優越的な



④身体的な攻撃

⑥精神的な攻撃

①人間関係から
の切り離し

⑤過大な要求

②過小な要求

③個の侵害

D

A B C

FED
A

B

E

C

F

・殴打、足蹴り、モノを
投げつけ

・人格否定の言動、長時
間の厳しい叱責の繰り返
し、同僚などの前での大
声での威圧的叱責

・仕事外し、別室に長期
間隔離させる、集団無視
で孤立させる

・新人に教育せずに対応
困難な目標を課し、達成
できないと厳しく叱責
・業務と無関係の雑用を
強制的に行わせる

・退職追い込むため、
管理職に単純作業を行
わせる
・気に入らない労働者
に仕事を与えない

・職場外でも監視する、
私物を写真撮影する
・本人の了解を得ずに機
微な個人情報を他者に暴
露する



§４ なぜパワハラが問題か？
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§４．1 なぜ職場のパワハラが問題なのか？(1)

18

 心身の健康を害し、休職に至ったり、場合によっては退職やその後も健康を害したことで働けなく
なってしまうといったことが考えられます。

 また、職場環境の悪化が考えられます。雰囲気はもちろん、自由な発言ができなかったり、働く意
欲がわかない、さらに、やる気をなくし、能力を十分発揮できなくなってしまうなど考えられます。

 社員への影響は？

●心身の健康を害し、休職等に至る

●職場環境の悪化

ギスギスしていたり、
上司が怖い職場だと、働く意欲も
わかないですよね。
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 コンプライアンス上の問題

民法、刑法、就業規則違反

19

 会社への影響は？

●モラールの低下⇒生産性の低下⇒業績の悪化

●人材の流出

●訴訟による賠償⇒業績の悪化

●企業イメージの悪化⇒採用への影響

パワーハラスメントは

企業の存続を脅かす、

重大な問題の１つなんですね！

う～ん、パワーハラスメントが問題なの

は分かったけど、うちの会社や管理職は

重大な問題だって認識してるのかなぁ？

§４．1 なぜ職場のパワハラが問題なのか？(2)
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もし、あなたが行為者になったら・・・・・

民事上の責任として損害賠償を請求される

 民事上の責任：（行為者には） 民法709条の不法行為責任

（会社には） 民法415条の債務不履行責任（安全配慮義務違反）

民法715条の使用者責任

刑事罰に課せられる

 刑事罰：名誉棄損、侮辱罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪等

社会的信用、社会的地位を失う。自身の家庭が崩壊する。

 懲罰規定（就業規則）：「減給」「降格」「譴責」「出勤停止」「諭旨解雇」「懲戒解雇」等

例えば、パワーハラスメント行為によって被害者が精神病を患った（医師の診断あ
り）場合、傷害罪に当たる可能性があります。その場合、15年以下の懲役、または
50万円以下の罰金などが科せられる可能性があります。
裁判にならないまでも、職場内での信用や、地位を失ったり、家庭への影響、家庭の
崩壊なども考えられます。

§４．2 コンプライアンス上の問題
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パワハラ関連の裁判例
＜出典＞独立行政法人労働政策研究・研修機構
「パワーハラスメントに関連する主な裁判例の分析」（2020 年３月）

✔ 判決日が平成15年1月１日 から平成31年４月１日であるもの
を抜粋し分析したもの。

✔ 「認容事案（一部含む）」は、 26 例中 22 例

※「棄却事案」（４ 例）
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要素① 言動の内容・態様
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パワハラ関連の裁判例
＜出典＞独立行政法人労働政策研究・研修機構
「パワーハラスメントに関連する主な裁判例の分析（2020 年３月）

✔ 「やる気がないなら、会社にとって損失なので辞めるべきだと思い
ます」 などと記載された電子メールを被行為者とその職場の同僚に
送信した事案 （【認容（名誉棄損）】 三井住友海上火災保険事件）

✔ 「叱責の態様 （言葉使い、口調、叱責の時間、場所） や 頻度」
などが考慮された事案 （【認容】 岡山県貨物運送事件）
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要素② 被行為者の属性・心身の状況
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パワハラ関連の裁判例
＜出典＞独立行政法人労働政策研究・研修機構
「パワーハラスメントに関連する主な裁判例の分析（2020 年３月）

✔ 被行為者が、「ＰＴＳＤないし神経症である旨の診断を受け」てい
たことを認識しながら、行為者が、声を荒げながら罵声を浴びせるな
どした事案 （【認容】 ファーストリテイリング事件）

✔ 注意の言動が、「経験豊かな上司から入社後１年にも満たない
社員に対してなされた」ことは典型的なパワハラであると判示された
事案 （【認容】 暁産業ほか事件）
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要素③ 被行為者の問題行動
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パワハラ関連の裁判例
＜出典＞独立行政法人労働政策研究・研修機構
「パワーハラスメントに関連する主な裁判例の分析（2020 年３月）

✔ 不正経理を行った被行為者に対して、上司らが、「不正経理の解
消についてある程度の厳しい改善指導をすることは、上司らのなすべ
き正当な業務の範囲内にある」旨判示された事案 （【棄却】 前田道
路事件）

✔ 被行為者において、設備や機械を損傷するという事故を含むミス
をしばしば起こしていたところ、行為者が、暴言・暴行を繰り返し、「会
社を辞めたければ７０００万円払え」と述べるなどした事案 （【認容】
メイコウアドヴァンス事件）



§５ パワハラと業務指導の違いを考える
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職場内での上司・部下のやりとりです。

動画をご覧ください。

（「あかるい職場応援団」HP「動画で学ぶ」パワハラにならない叱り方「アウトレベル」より）

26

人格を否定するような言動を行うことは、パワーハラスメント行為に該当すると考
えられます。

§５．1  パワハラと業務指導の違いを考える(1)
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これなら僕も、尊敬できるよ
い上司に恵まれたと頑張って
仕事ができます！

私も、このような上司を目指して、
自分自身を振り返ってみるわ。部下の成
長をサポートするために、上司としても
成長しなければいけないわね。

どのように対応するのが良かったのか、

好事例対応の動画をご覧ください。

（「あかるい職場応援団」HP「動画で学ぶ」パワハラにならない叱り方「上級レベル」より）

§５．1  パワハラと業務指導の違いを考える(2)



§６ 法改正を受けての実務

28



パワーハラスメント防止対策の法制化（労働施策総合推進法※）

○ 事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付ける。

（現行のセクハラ防止の措置義務と同様）

※労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

29

（１）事業主の方針の明確化及びその周知・啓発（①～②）

（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備（③～④）

（３）職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応（⑤～⑧）

（４）（１）から（３）までの措置と併せて講ずべき措置（⑨～⑩）

・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること

・相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発する
こと

§6．1 法改正(2020.6月)の概要 ※パワハラ関係
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§6．2  法改正を受けての実務(1)
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§6．2  法改正を受けての実務(2)

＜取組例＞

＜ポイント＞
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セクシュアルハラスメント パワーハラスメント
妊娠・出産、育児・介護休業等
ハラスメント

職場におけるハラスメントは、従業員の尊厳を傷つけるとともに、従業員が能力を発揮できず、また職場環境も
悪化し、会社にとっても業務の遂行を阻害し社会的評価に影響を与える問題です。

わが社では下記のハラスメントを許しません！！

従業員の意に反する性的な言動に
より従業員の就業環境を害するこ
とです。

例えば
・性的な冗談、質問
・わいせつ図面の掲示
・性的な噂の流布
・身体への不必要な接触
・性的な言動を拒否したことを理
由とする不利益な取扱い

・交際、性的な関係の強要 等

従業員が妊娠・出産等した場合、又
は育児休業や介護休業等を利用（し
ようと）した場合に、その従業員の
就業環境を害することです。

上司や同僚による以下の言動
・妊娠・出産、育児・介護のための
法制度の利用に関して、阻害したり、
不利益な取扱いを示唆する言動

・妊娠又は出産したことや、妊娠等
に起因する症状が生じていること
に関する嫌がらせ 等

職場内での優越的な関係を背景
とした言動であって、業務上必
要かつ相当な範囲を超えたもの
により、従業員の就業環境を害
することです。

代表的な言動の類型は
・身体的攻撃 ・精神的攻撃
・人間関係からの切り離し
・過大な要求 ・過小な要求
・個の侵害 等

★「職場」とは、従業員が業務を遂行している場所を指し、取引先等も含みます。また、勤務時間外の宴会等であっ
ても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当します。

★「従業員」とは、正社員、パート社員、契約社員、派遣社員等、当社で働いているすべての従業員です。
★妊娠・出産・育児・介護休業等に関する否定的な言動は、妊娠等ハラスメントの発生の原因や背景となることがあ
り、また、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがありま
す。このような言動を行わないよう注意しましょう。

★ハラスメントについては、上司、同僚だけでなく、取引先の方や顧客等も行為者になり得るものです。
取引先や顧客等からハラスメント行為を受けた場合もご相談ください。

★取引先の方や就職活動中の学生など、自社労働者以外へのハラスメントも当然許されません。
★セクシュアルハラスメントについては、異性に対する行為だけでなく同性に対する行為も対象となります。また、
被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。

従業員がハラスメントを行った場合は、就業規則上の懲戒規定に基づき、
処分されることがあります。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
①行為の具体的態様（時間・場所（職場か否か）・内容・程度）
②当事者同士の関係（職位）
③被害者の対応（告訴等）・心情等

例えば
・出張中の車内で上司に胸や腰を触られた
・同僚に取引先で自分の性的な内容の情報
を意図的に流された

・上司からの性的な要求を拒んだら不利益
な配置転換をされた

例えば
・つわりで労働能率が低下したら「早めに辞めても
らうしかない」と上司に言われた

・育休を取りたいと相談したら上司に申出をしない
よう言われた

・介護短時間勤務中、同僚から毎日嫌味を言われる

例えば
・みんなの前で大声で叱責された
・同僚が集団で無視をしてくる
・終業間際に過大な仕事を押し付けられる
・性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の
機微な個人情報を暴露された

○年 ○月 ○日 (会社名) ○○○○○○○○ (代表者職・氏名)○○○○○ ○○○○

ハラスメント被害に遭っている方は、勇気を出して相談してください！
また、できれば相手に「嫌だ」「止めてください」と意思表示をしましょう！

●当社の相談窓口
○○部 ○○太郎、○○花子 TEL:○○-○○-○○○(Email  ○○○○○○)          

★実際に生じている場合だけではなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれ
がある場合、上記ハラスメントに当たるか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。

★相談者だけでなく、行為者等のプライバシーも守って対応します。
★相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方についても、不利益な取り扱いは行いません。

休業等の制度利用のためには、業務配分の見直し等が必要な場合があります。制度の利用をためらう必
要はありませんが、早めに上司等に相談して下さい。また、気持ちよく制度を利用するためにも、日頃
から業務に携わる社員とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。

（周知ポスター例）

※長野労働局HPからダウン
ロードできます



総合情報サイト 「あかるい職場応援団」
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《 トップページの表示 》
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§6．2  法改正を受けての実務(3)

＜就業規則規定例＞

第○章 服務規律

第○条 従業員は、次のような行為を行ってはならない。

① 他人に不快な思いをさせ、会社の秩序、風紀を乱す行為

② 他人の人権を侵害したり、業務を妨害したり、退職を強要する行為

③ 暴行、脅迫、傷害、賭博又はこれに類する行為及び恥辱等の行為 （④～⑥ 略）

第△章 懲戒

（懲戒の事由）

第△条 従業員が次のいずれかに該当するときは、その情状により、けん責、減給、出勤停止又は降格とする。 （①～⑤

略）

⑥ 第○条（服務規律）の①各号に該当する行為を行った場合

２ 従業員が次のいずれかに該当するときは、その情状により、諭旨解雇又は懲戒解雇とする。 （①～⑩ 略）

⑪ 前項の懲戒を受けたにもかかわらず改善の見込みがない場合
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§6．2  法改正を受けての実務(4)
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§6．2  法改正を受けての実務(4) ②

＜ポイント＞

セクシュアルハラスメント パワーハラスメント
妊娠・出産、育児・介護休業等
ハラスメント

職場におけるハラスメントは、従業員の尊厳を傷つけるとともに、従業員が能力を発揮できず、また職場環境も
悪化し、会社にとっても業務の遂行を阻害し社会的評価に影響を与える問題です。

わが社では下記のハラスメントを許しません！！

従業員の意に反する性的な言動に
より従業員の就業環境を害するこ
とです。

例えば
・性的な冗談、質問
・わいせつ図面の掲示
・性的な噂の流布
・身体への不必要な接触
・性的な言動を拒否したことを理
由とする不利益な取扱い

・交際、性的な関係の強要 等

従業員が妊娠・出産等した場合、又
は育児休業や介護休業等を利用（し
ようと）した場合に、その従業員の
就業環境を害することです。

上司や同僚による以下の言動
・妊娠・出産、育児・介護のための
法制度の利用に関して、阻害したり、
不利益な取扱いを示唆する言動

・妊娠又は出産したことや、妊娠等
に起因する症状が生じていること
に関する嫌がらせ 等

職場内での優越的な関係を背景
とした言動であって、業務上必
要かつ相当な範囲を超えたもの
により、従業員の就業環境を害
することです。

代表的な言動の類型は
・身体的攻撃 ・精神的攻撃
・人間関係からの切り離し
・過大な要求 ・過小な要求
・個の侵害 等

★「職場」とは、従業員が業務を遂行している場所を指し、取引先等も含みます。また、勤務時間外の宴会等であっ
ても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当します。

★「従業員」とは、正社員、パート社員、契約社員、派遣社員等、当社で働いているすべての従業員です。
★妊娠・出産・育児・介護休業等に関する否定的な言動は、妊娠等ハラスメントの発生の原因や背景となることがあ
り、また、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがありま
す。このような言動を行わないよう注意しましょう。

★ハラスメントについては、上司、同僚だけでなく、取引先の方や顧客等も行為者になり得るものです。
取引先や顧客等からハラスメント行為を受けた場合もご相談ください。

★取引先の方や就職活動中の学生など、自社労働者以外へのハラスメントも当然許されません。
★セクシュアルハラスメントについては、異性に対する行為だけでなく同性に対する行為も対象となります。また、
被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。

従業員がハラスメントを行った場合は、就業規則上の懲戒規定に基づき、
処分されることがあります。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
①行為の具体的態様（時間・場所（職場か否か）・内容・程度）
②当事者同士の関係（職位）
③被害者の対応（告訴等）・心情等

例えば
・出張中の車内で上司に胸や腰を触られた
・同僚に取引先で自分の性的な内容の情報
を意図的に流された

・上司からの性的な要求を拒んだら不利益
な配置転換をされた

例えば
・つわりで労働能率が低下したら「早めに辞めても
らうしかない」と上司に言われた

・育休を取りたいと相談したら上司に申出をしない
よう言われた

・介護短時間勤務中、同僚から毎日嫌味を言われる

例えば
・みんなの前で大声で叱責された
・同僚が集団で無視をしてくる
・終業間際に過大な仕事を押し付けられる
・性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の
機微な個人情報を暴露された

○年 ○月 ○日 (会社名) ○○○○○○○○ (代表者職・氏名)○○○○○ ○○○○

ハラスメント被害に遭っている方は、勇気を出して相談してください！
また、できれば相手に「嫌だ」「止めてください」と意思表示をしましょう！

●当社の相談窓口
○○部 ○○太郎、○○花子 TEL:○○-○○-○○○(Email  ○○○○○○)          

★実際に生じている場合だけではなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれ
がある場合、上記ハラスメントに当たるか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。

★相談者だけでなく、行為者等のプライバシーも守って対応します。
★相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方についても、不利益な取り扱いは行いません。

休業等の制度利用のためには、業務配分の見直し等が必要な場合があります。制度の利用をためらう必
要はありませんが、早めに上司等に相談して下さい。また、気持ちよく制度を利用するためにも、日頃
から業務に携わる社員とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。

（周知ポスター例の抜粋）
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職場内での上司・部下のやりとりです。

相談対応の場面①

動画をご覧ください。

（「あかるい職場応援団」HP「動画で学ぶハラスメント」「こんな対応していませんか」より）

部下が勇気を振り絞って、あなた（上司）に相談した場合、あなた
ならどうしますか？
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§6．2  法改正を受けての実務(5)

＜ポイント＞

＜取組例＞
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社内の相談窓口でのやりとりです。

相談対応の場面②

動画をご覧ください。

（あかるい職場応援団HP「動画で学ぶハラスメント」「企業の相談対応者の対応例」より）

パワハラ被害を相談する社員と会社の人事決定部門との間をつなぐ、
相談窓口担当者にとって大事な要素はどんなことでしょうか？
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再発防止に向けた措置

＜ポイント＞

 再発防止策は、予防策と表裏一体の取組です。

 解決に当たって、行為者を処分するだけでは、最悪の場合、同じことが再び繰り返さ

れると いう可能性が残ります。これを防ぐためには、次のような視点を持って解決を

図っていくことが 大切です。

その後の職場が相談者にとって、安全で快適な環境となっているか

行為者が同様の問題を起こすおそれはないか

新たな行為者が発生する環境となっていないか

§6．2  法改正を受けての実務(6)
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§6．3  関係条文(1)

第八章 職場における優越的な関係を背景とした⾔動に起因する問題に関して事業主の講ずべき

措置等

(雇用管理上の措置等)

第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよ

う、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上

必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際

に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなら

ない。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効

な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
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§6．3 関係条文(2)

第 十 章 雑 則

(助⾔、指導及び勧告並びに公表)

第三十三条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、
助言、指導又は勧告をすることができる。

2 厚生労働大臣は、第三十条の二第⼀項及び第二項(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項

において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第⼀項において同じ。)の規定に違反し
ている事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに

従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(資料の提出の要求等)

第三十五条 厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第⼀項、第二十八条第⼀項並びに第三十条の二

第⼀項及び第二項を除く。) を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必
要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(報告の請求)

第三十六条 厚生労働大臣は、事業主から第三十条の二第⼀項及び第二項の規定の施行に関し必要

な事項について報告を求めることができる。

(罰則)
第四十一条 第三十六条第⼀項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以

下の過料に処する。
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令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査 （令和2年10月実施）

§6．4 ハラスメント防止対策の効果

積極的に取り組んでいる(n=670)

取り組んでいる(n=1857)

あまり取り組んでいない(n=658)
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44

令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査 （令和2年10月実施）

§6．4 ハラスメント防止対策の効果

メンタル不調者が減少する

会社への信頼度が高まる

求職者・離職者が減少する

コミュニケーション活性化
/風通しの良化

管理職のマネジメント向上

管理職の意識変化
→職場環境の変化



ご聴講ありがとうございました。

厚生労働省 長野労働局 雇用環境・均等室

この説明についてのお問い合わせは

（電話026-223-0551）までお願いいたします。


